
規

則

837

登
録
番
号

(福
島
県
) 公

告

告

示

混
合
有
機

質
肥
料

肥
料
の

種
類

混
合
有
機

質
肥
料
101

号

肥
料
の

名
称

10.0

窒
素
全
量

保
証
成
分
量

(％
)1.0

り
ん
酸
全
量

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

は
､
公
定
規

格
の
と
お
り

そ
の
他

の
規
格

片
倉
チ
ッ

カ
リ
ン

株
式
会

社 氏
名
又

は
名
称

東
京
都
千
代

田
区
九
段
北

一
丁
目
13番

５
号 住

所

平
成
26
年

３
月
15日

登
録
の

有
効
期
限

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
三
十
四
号

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則(

昭

和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
東
北
労
働
金
庫
の
項
中｢

、
福
島
西
支
店｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
百
九
十
五
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
四
月
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

福
島
県
立
南
会
津
病
院

南
会
津
郡
南
会
津
町
永
田
字
風
下
一
四
│
一

平
成
二
六
年
三
月
三
一
日

(

地
域
医
療
課)

公
告
第
六
十
四
号

肥
料
取
締
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
肥
料
を
次
の
と
お

り
登
録
し
た
。

平
成
二
十
三
年
四
月
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
業
総
合
セ
ン
タ
ー)

公
告
第
六
十
五
号

肥
料
取
締
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
登
録
は
失

効
し
た
。
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目
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規

則

○
指
定
金
融
機
関
等
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名
称
、
位
置
並
び

に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲

を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

一
三
六

告

示

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救

急
病
院
を
認
定
し
た
件

一
三
六

公

告

○
肥
料
を
登
録
し
た
件

一
三
六

○
肥
料
の
登
録
が
失
効
し
た
件

一
三
六

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し

た
件

一
三
七

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

一
三
七
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登
録
番
号

(福
島
県
)

配
合
肥

料 肥
料
の

種
類

配
合
肥

料
１
号

肥
料
の

名
称

1.0

窒
素
全
量 保
証
成
分
量
(％
)

20.0

り
ん
酸
全
量

13.0

加
里
全
量

4.5

く
溶
性
苦
土

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

は
､
公
定
規

格
の
と
お
り

そ
の
他

の
規
格

セ
ン
ト

ラ
ル
グ

リ
ー
ン

株
式
会

社 氏
名
又

は
名
称

新
潟
県
新
発

田
市
本
田
3418

番
地 住

所

平
成
23
年

３
月
17日

失
効

年
月
日

平
成
二
十
三
年
四
月
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
業
総
合
セ
ン
タ
ー)

公
告
第
六
十
六
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

ふ
る
ど
の
西
地
区
に
係
る
県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
の
工
事
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日

完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(
農
村
計
画
課)

公
告
第
六
十
七
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
四
月
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

泉
崎
村
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

海
上

一
男

西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
泉
崎
字
新
宿
一
六
番
地

同

中
野
目

功

同

郡
同

村
大
字
泉
崎
字
外
ノ
入
三
三
番
地

同

高
�

元

同

郡
同

村
大
字
踏
瀬
字
町
頭
一
一
番
地

同

三
村

緩

同

郡
同

村
大
字
泉
崎
字
桎
内
四
五
番
地

同

常
盤

富
夫

同

郡
同

村
大
字
泉
崎
字
高
屋
六
三
番
地

同

大
野

直
芳

同

郡
同

村
大
字
泉
崎
字
上
長
峯
二
番
地
二
五

同

大
森

一
郎

同

郡
同

村
大
字
太
田
川
字
居
平
四
五
番
地

同

菊
地

義
信

同

郡
同

村
大
字
北
平
山
字
高
柳
五
〇
番
地

監
事

大
森

弘
美

同

郡
同

村
大
字
泉
崎
字
十
八
夜
山
一
番
地
の
一
〇

同

鈴
石

喜
夫

同

郡
同

村
大
字
北
平
山
字
寺
後
一
一
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

海
上

一
男

西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
泉
崎
字
新
宿
一
六
番
地

同

佐
々
木

峰
男

同

郡
同

村
大
字
踏
瀬
字
踏
瀬
四
番
地

同

大
野

直
芳

同

郡
同

村
大
字
泉
崎
字
上
長
峯
二
番
地
二
五

同

中
野
目

次
男

同

郡
同

村
大
字
泉
崎
字
下
夏
針
八
番
地
の
二

同

大
森

一
郎

同

郡
同

村
大
字
太
田
川
字
居
平
四
五
番
地

同

三
村

緩

同

郡
同

村
大
字
泉
崎
字
桎
内
四
五
番
地

同

渡
辺

力

同

郡
同

村
大
字
泉
崎
字
外
ノ
入
七
六
番
地

同

三
本
木

長
重

同

郡
同

村
大
字
北
平
山
字
新
田
二
〇
番
地

監
事

大
森

弘
美

同

郡
同

村
大
字
泉
崎
字
十
八
夜
山
一
番
地
の
一
〇

同

北
住

一
也

同

郡
同

村
大
字
北
平
山
字
堂
ノ
下
一
〇
番
地

(

農
村
計
画
課)
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